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Chushokigyo-chiba

会員組合の問題点に対して専門家が相談に応じます‼

個別専門指導事業のご案内
～組合や組合構成員企業が直面している課題の解決を図ります～

▪ 個別専門指導事業とは？
　地域経済の活性化のため、県内経済の重要な担い手である中小企業の経営革新と中小企
業組合等の連携組織の活性化を支援するために、県内に主たる事務所のある組合、連携組
織及びこれらの構成員企業が抱えている問題点に対して専門家が相談に応じます。

■支援対象
　千葉県内に主たる事務所のある組合、連携組織及びそれらの構成員企業。

■支援方法
　組合等が直面している課題の解決を図るため、本会が委嘱した専門家及び中央会指導員
を、組合等の要請に基づいて派遣し、必要な支援相談を行います。
　（相談内容や予算の執行状況等により、事業実施の可否について検討させていただく場
合がございますので、事前に本会までご相談ください。）

■対象となる支援内容例
①　組合運営及び共同事業におけるＩＴ活用�
②　組合運営等に関する法律事項
③　会計・税務処理
④　工業所有権（特許・実用新案・商標・意匠）
⑤　製品開発、技術開発、改善手法
⑥　組織金融
⑦　組織運営全般
⑧　新規共同事業の開発
⑨　社会保険、労務改善、就業規則
⑩　団体・企業のＣＩ
⑪　システム構築
⑫　その他経営管理全般
※専門家謝金・旅費等の経費は本会が負担します。

■委嘱する専門家
①　学識経験者
②　弁護士
③　弁理士
④　公認会計士
⑤　税理士
⑥　技術士
⑦　中小企業診断士
⑧　社会保険労務士
⑨　システムエンジニア等情報処理技術者

◎お問合せは、本会工業連携支援部（℡ ０４３－２４２－３２７７）まで
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千葉県
中小企業団体中央会

中央会が専門家相談員と指導員を
派遣し各種専門相談を伺います。


